
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 新型コロナの影響による赤字店舗に対する減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：新型コロナの影響を受けて赤字になっ

た店舗があります。回復する見込みもないこ

とから減損損失を計上しようと思いますが、

税務上はどのように取り扱われますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

税務では、法人が有する固定資産について、

次に掲げる事実が生じたことによりその固定

資産の時価が低下した場合に評価損の計上が

認められています。 

①  災害により著しく損傷したこと 

②  １年以上にわたり遊休状態にあること 

③本来の用途に使用できないため他の用途に

使用されたこと 

④所在する場所の状況が著しく変化したこと 

⑤①から④までに準ずる特別な事実 

一方、固定資産の時価の低下が次のような

事実に基づく場合は、評価損の計上が認めら

れないこととされています。 

①過度の使用又は修理の不十分等によりその

固定資産が著しく損耗していること 

②その固定資産について償却を行わなかった

ため償却不足が生じていること 

③その固定資産の取得価額がその取得時の事

情により同種資産の時価に比して高いこと 

④機械装置が製造方法の急速な進歩等により

旧式化していること 

したがって、新型コロナの影響を受けて赤

字になった店舗について評価損を計上するこ

とは認められない(※償却費として損金経理

した金額となる)ものと思われます。 
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